
　6月定例会の開会にあ
たりご挨拶申し上げます。
　熊本地震から早いもの
で5年が経過いたしまし
た。復旧・復興は着実に
進み、村民の皆さまも元
の穏やかな生活を取り戻
しつつあり、活気が戻っ
てきていると実感してお
ります。これもひとえに、
多くの皆さまからいただ

いたご支援ご協力のお陰と、改めて感謝とお礼を申し
上げます。
　この3月には村民待望の新阿蘇大橋が開通しました。
橋のたもとの展望所「ヨ・ミュール」は予想以上の賑わ
いをみせており、村全体への経済的波及効果をもたら
しているようです。
　コロナワクチン接種につきましては、本村では5つ
の医療機関の協力で実施しています。当初電話がつな
がらないなど混乱しましたが、その後は大きな混乱も
なく順調に進んでおり、医療機関の皆さま方のご協力
とご尽力に感謝申し上げます。
　また、拡大防止につきましても、村民の皆さまのご
理解とご努力のおかげで、ほぼ食い止められており、
これにつきましても感謝申し上げます。今後ともワク
チン接種をスムーズに進め、感染防止にも十分配慮し
ながら、収束に向けしっかりと取り組んでまいります。

　それでは、今年は選挙の年であったため、本定例会
が肉付け予算編成となっておりますので、少し時間を
いただき、私の所信、並びに本年度の施政方針を述べ
させていただきます。

地震からの復興とこれから
　私は村長就任以来、熊本地震からの復旧・復興を最
優先に掲げ、村政に取り組んできました。特に住まい
の確保を最重要課題と捉え、自力での再建が難しい被
災者のために災害公営住宅
を整備しました。また、災
害復旧工事の関係で自宅建
設が遅れている方々におか
れましても、今月中（令和3
年6月）にはすべての方が
新たな住まいを確保される
運びとなっております。こ
れからも村民の暮らしを第一に、村民の皆さまが安心
して暮らせる村を目指して村政を進めてまいります。
　交通インフラにおきましては、国道57号現道部の開
通、JR豊肥本線の全線開通、そしてこの3月には新阿
蘇大橋が開通いたしました。残るは南阿蘇鉄道ですが、
復旧工事の完了時期は、立野ダム完成とほぼ同時期の
令和5年春、そして運転再開は夏休み前が見込まれて
います。
　南鉄が再開しますと村民の利便性が向上するばかり
でなく、観光アクセスルートも大きく改善し、観光業
をはじめとする多くの産業で飛躍的に活気が戻ってく
ると期待を寄せております。村としましてはアフター
コロナを見据え、時代のトレンドにアンテナを張りな
がら、村の未来が開けるような様々な施策に取り組ん
でまいる所存であります。

村民目線での村政を
　村政運営につきましては、私は日頃から「村政の基本
は村民との対話である」と申しております。これは、村
政とは村民が必要とする施策を、将来を見据え、的確
に実現することであり、それには村民との対話が極め
て重要であると考えるからです。
　そのため、二期目もこれまで通り役場玄関横に出張
村長室を置き、村民の声を直接お聞きしたいと考えて
います。集落毎の座談会につきましてはコロナ禍のた
め、やむなく中止をしたところですが、収束の見通し
がつきましたら実施したいと考えております。
　ホームページでの村長への直行便はこれまで通り継
続し、職員とのアフターランチミーティングにつきま
しても、コロナ感染症の状況次第ではありますが続け
たいと考えております。

　次に、私が目指す「むらづくり」のビ
ジョンについてお話しします。
　これにつきましては選挙前に作成し
ましたマニフェストにも載せておりま
すが、政策の柱を3つの「K」、つまり「環
境」・「活力」・「暮らし」としております。
村の土台は環境であり、恵まれた環境
は産業を後押しし活力を生み出します。
生まれた活力は村人の暮らしを豊かに
します。

「環境」　後世に豊かな村を残すために
　一つ目の「環境」は、先人が守り伝えてきた雄大な景
観、そして村民すべてが誇りとする水、これらは村の
宝であり、守り育み、将来に継承していかなければな
りません。とりわけ「水」は本村の貴重な財産であり、「水
の大切さ」を訴え、保全してまいります。
　これまでの施策としましては、地下水保全を目的と
して冬季湛水事業を奨励、草原維持のための野焼き再
開を後押しし、CO₂削減のために薪ストーブ導入助成
や、民間による小水力発電事業・地熱発電事業を推進
するなど、環境保全政策に取り組んでまいりました。

　今後はこれらに加え、地下水保全基金の有効運用や
再生可能エネルギーの利活用を進めます。「SDGs」持続
可能な開発目標ですが、世界各国で叫ばれる中、本村

では熊本県や周辺自治体とともに「2050年のCO₂排出
実質ゼロ」を宣言しています。そのため今後は脱炭素社
会を目指し、循環型社会の構築に向け、日本のモデル
地域となるよう積極的に取組んでまいります。
　「南阿蘇村は水の生まれる郷」と呼ばれるなど、「水」
は本村にとって貴重な財産であり、守り育み、将来に
継承していかなければなりません。その強い意思を示
すためにも「環境対策課」を「水・環境課」と改めました。
「水・環境課」では上下水道整備や地下水保全政策に加
え、環境政策全般について取り組んでまいります。

「活力」　魅力ある村は、みんなが元気な村
　二つ目の「活力」ですが、活力なくして村の将来は語
れません。環境を整え、それを土台として活力に繋げ
ます。恵まれた自然環境を最大限に活かして振興を図
り、「元気な村」・「魅力ある村」・「選ばれる村」を創造し
ます。
　これまでの具体的な取り組みとしましては、農業分
野では独自の農地集積事業や基盤整備助成など、足腰
の強い農家の育成に努めてまいりました。
　第三セクターであるあそ望の郷の経営安定のために、
そば道場の移転・駐車場拡張・四季の森民営化などを行
い、今後ともさらなる経営効率化を図ります。
　このほかにも、IT専門学校の誘致や空き家バンクの
設立など、農業・観光にとどまらず各分野で活力を生
み出す取り組みを行っております。
　農業振興では担い手の育成と確保が重要課題であり
ます。そこで、今年度中に農業振興を専門に担う、仮
称ですが「農業みらい公社」を設立いたします。村の集
落営農の現状は、その多くが団塊の世代が主体となっ
て維持されていますが、この方々のリタイヤが迫って
おり、それに備えなければなりません。南阿蘇村の農
地を、優良な農地として後世に引き継いでいくには担
い手の確保が必須であり、この公社の最大のミッショ
ンであると考えます。公社では担い手育成以外にも農
地の保全や農産物のブランド化を手掛けるなど、村の
農業の未来を切り開く組織となるよう最大限努力いた
します。

吉良村政2期目の所信表明、施政方針
※令和3年第2回定例会にて村長が述べた文章をそのまま引用しております

所信と施政方針を述べる吉良村長 立野地区に整備した
災害公営住宅馬立団地

人気観光スポットになった新阿蘇大橋展望所「ヨ・ミュール」

出張村長室は住民の方だけでなく、職員にとっても便利だと好評に
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村の大切な宝を守るため
　「環境」面では、「水・環境課」を中心に環境全般にわ
たった政策を展開してまいります。前段で「水」は本村
にとって貴重な財産であり保全していく、と申しまし
たが、その方法の一つとして、本定例会に「地下水保全
条例の一部改正」を上程しております。地下水の採取に
係る規制地域を村内全域に拡大するなど、全国でも類
を見ない厳しい改正内容となっており、地下水の保全
を強力に推進してまいりたいと考えております。

最後の復興、南阿蘇鉄道
　「活力」面で特に申し上げたいことは、南阿蘇鉄道立
野駅整備事業であります。本定例会において予算計上
しておりますが、議決いただければ9月には契約を結
び、令和5年の全線開通に間に合うように進めてまい
ります。南阿蘇鉄道の全線開通こそが熊本地震からの
完全復旧と捉えており、大きな節目となります。新阿
蘇大橋開通と同程度のイベントになることは間違いな
く、様々な方策により気運を高め、南阿蘇の活性化に
つなげたいと考えています。

　今年度はこれらの施策に加え、復旧した社会基盤を
基に震災前の活力を取り戻すため「復旧・復興期」から
「発展期」への転換を図ってまいります。

　4月末の住基人口は10,238人と、熊本地震後におよ
そ1,300人が急激に減少しましたが、昨年、また、一
昨年の減少率は震災前までと同程度に落ち着いていま
す。しかし、出生者数は震災前5年間では384人でし
たが、震災後5年間では268名と、減少傾向にあります。
まずは人口の減少を食い止め、震災前に戻すことを喫
緊の課題と捉え、人口増の政策を進めてまいります。

　一方、村の財政は大変厳しい状況にあります。主な
要因としましては、国からの交付税減額による歳入減、
また、災害対応のための職員人件費の増大、さらに、
震災前の新庁舎建設等の、大型事業による公債費の増
加などが考えられます。
　こうした状況に鑑み、村長15％、副村長・教育長
10％の給料をカットし、財政改革に向け強い姿勢で臨
んでいます。また、国・県・被災地などへ6名の職員派
遣や、新規採用職員を、震災前の5名の計画を2名と
するなど、人件費の削減を図っています。
　また、行財政改革に取り組むべく、総務課の行革担
当者が行財政計画の行程管理を行い、行財政の効率化
や健全化を進めてまいります。
　歳入にも力を入れ、税収対策
として、新たな滞納管理システ
ムを導入するとともに、固定資
産税については、航空写真など
を活用し、課税の公平性及び確
実な徴収に努めます。
　ふるさと納税の本年度の見込
額はおよそ2億円ですが、本村
は税額を伸ばすポテンシャルは
高いと考えます。今後は魅力あ
る返礼品に加え、特色ある事業
を提案し、税収の増加を図りま
す。また、企業版ふるさと納税
にも取り組み、政策実行の財源
確保を図ってまいります。

　結びに、村長2期目の就任に当たり、再度初心に立
ち帰り、謙虚な姿勢で村政運営に臨む所存であります。

　新型コロナウイルスに対して先行きが見通せない部
分もありますが、国の地方創生の理念に基づき、人口
減少を克服し、地域経済を縮小させることのないよう、
職員一丸となって取り組んでまいります。
　村民の皆さま方のお力添えと、議員各位のご理解ご
協力を賜りますようお願い申し上げ、2期目の所信、
並びに令和3年の施政方針といたします。

　観光振興では、ビューポイントや震災遺構など観光
スポットを整備し、観光客誘致に取り組みます。また、
小学校跡地など、村有施設が遊休とならないよう有効
利活用を進めてまいります。

　熊本地震の影響で人口が約1割減ってしまいました。
自治体活力のバロメーターは人口に比例すると考えま
すので、「次世代定住課」を「定住促進課」に改め、人口
増のための各種政策に取り組みます。幸い、南阿蘇村
に移住を希望する家族が多くありますので「住まいの確
保」に努め、空き家バンクに加え、民間が住宅を建設す
る際の助成制度を充実させて、定住促進に努めて参り
ます。

「暮らし」　みんなに優しく安全安心便利な村
　三つ目の「暮らし」は、大自然の中で子供はすくすく
と、高齢者は生き生きと、全ての村民が幸せを感じる、
そんな暮らしを目標にします。震災の教訓を生かし、
災害に強い、安全安心な村づくりを進めます。
　暮らしに関しての取組みとしましては、白水地区の
小学校統合、旧久木野庁舎を図書室及び子育ての拠点
として整備、GIGAスクール構想による教育環境の整
備、地域の祭りなどの地域伝統継承事業、消防団員と
役場職員が連動した防災訓練の実施など、暮らしを守
る取り組みを行ってまいりました。
　今後は、まず新型コロナウイルス対策と支援の充実
を行い、公共交通網の整備・改善、子育て・教育環境の
整備、福祉活動の充実など、安全安心な村づくりを進
めてまいります。
　現在、国では「子育て庁」設置の議論が始まりました
が、本村ではいち早く健康推進課内に子育て支援を専
門に扱う「子育てワンストップ室」を設置しておりまし
たが、本年4月からは「子育て支援課」と、「室」から「課」
に昇格させました。子供は村の宝です。定住促進も加
速するよう、総合的かつワンストップで子育て施策を
推進し、支援してまいります。

　安心な村づくりにつきましては、庁舎をはじめ旧小
学校施設など村内各所に、災害時の非常用食料、寝具、
衛生用品などを備蓄し、災害時の対応力強化を図るこ
とにより、安心して暮らせる村づくりを進めてまいり
ます。

世界に誇れる南阿蘇の魅力
　以上が3つの「K」についての説明でありましたが、村
が抱える現状を顧みますと、地震の影響による人口減や
進行する少子高齢社会、農業では後継者不足や耕作放棄
地の増大、また、コロナ禍による観光業の低迷、高額な
介護保険料、公共施設の有効活用、そして厳しい財政状
況など、様々な難題が山積しております。
　しかしながら、南阿蘇村は世界に誇る阿蘇の大自然や、
全国有数の名水、そして温泉、また数多くの歴史や文化
など、地域の宝に恵まれた、実に素晴らしい村であります。
　この素晴らしい村を次世代に引き継ぐべく、今後の施
策を総合的に網羅した、村政運営の指針となる「第2次
南阿蘇村総合計画（後期基本計画）」を現在策定中であり、
村民・議会・行政が一体となり、「誰もが住みたい・住み
続けたい南阿蘇村」の実現に向け邁進してまいります。
　1期目に続き、3つの「K」を政策の柱とし、継続・発展
させてまいります。

　続きまして、令和3年の施政方針について述べさせ
ていただきます。
コロナに負けない村
　まず「暮らし」に関わることからお話ししますと、新
型コロナウイルス感染症が猛威を振るっていますが、
幸い本村では散発的な感染は確認されたものの、感染
の拡大やクラスターの発生は起きておりません。今後
も引き続き村民の生命と健康、安全を守ることを第一
に感染防止に努めてまいります。
　併せて、国の交付金等を活用し、村内の公共施設・
観光施設等の感染防止体制を整え、地域経済への影響
を最小限に抑えられるよう努力してまいります。
　本村におけるワクチン接種につきましては、65歳以
上の高齢者は5月から開始し、7月末の接種完了に向け
順次行っております。また、64歳から12歳の方につ
きましては、10月上旬の接種完了を目指し準備を進め
ており、年内にすべて完了するよう全力で取り組んで
まいります。

新たに整備された南阿蘇村移住定住促進住宅喜多住宅は
移住者にも好評

水源涵養力に大きく寄与する草原と水田

子育て支援課は
この看板が目印
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